
岩手県告示第 176 号 

 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）第 89条の２第３項において準用する同法第 53条の２の３第１項の規定に基づき、県営土

淵地区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土地

として指定した。 

 平成 20年３月 14日 

                岩手県知事 達 増 拓 也  

地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

遠野市土淵町土淵２地割 

〃 

〃 

〃 

〃 

遠野市土淵町柏崎６地割 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

遠野市土淵町柏崎８地割 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

遠野市土淵町柏崎９地割 

遠野市土淵町柏崎 12地割 

〃 

〃 

〃 

 

116 番 

132 番 

180 番１ 

183 番１ 

196 番１ 

71 番 

77 番 

80 番 

84 番 

90 番 

97 番 

102 番 

111 番 

131 番 

161 番 

163 番 

173 番 

177 番 

205 番 

47 番 

51 番１ 

80 番 

113 番 

126 番 

131 番 

148 番 

167 番 

64 番 

43 番 

98 番 

111 番 

116 番 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

999 

2,326 

2,872 

2,013 

4,950 

1,407 

1,015 

3,315 

4,222 

4,018 

2,341 

4,912 

2,857 

1,998 

2,401 

1,619 

3,033 

3,207 

1,968 

2,561 

2,015 

2,006 

1,998 

964 

2,179 

2,156 

2,053 

2,008 

1,989 

1,978 

3,890 

1,616 

㎡

263

421

543

618

676

605

245

437

446

1,383

801

502

334

288

397

425

428

463

682

310

391

328

264

79

1,031

341

583

189

475

262

619

819



〃 148 番１ 〃 〃 2,554 403
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